
 

別紙様式第１１ 公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務の名

称及び数量 

随意契約担当部課の名称及

び所在地 

随意契約を締結

した日 

随意契約の相手方の氏名及び

住所 

随意契約に係る契約金額 随意契約によることとした理由 その他の

必要な事

項（備考） 

空調機自動制御機

器 

修繕工事 

山口赤十字病院 

管財課 

山口市八幡馬場 53－1 

R7.04.14 
ジョンソンコントロール

ズ株式会社 
3.465,000円 

契約の性質又は目的が競争を許

さない場合に該当する為（日本赤

十字会計規則第 36条 3項） 

 

水封式吸引ポンプ

分解整備 

山口赤十字病院 

管財課 

山口市八幡馬場 53－1 

R6.12.27 株式会社特殊ガス商会 2,145,000円 

契約の性質又は目的が競争を許

さない場合に該当する為（日本赤

十字会計規則第 36条 3項 

 

東病棟 5・6・7階

看護師休憩室エア

コン取付 

山口赤十字病院 

管財課 

山口市八幡馬場 53－1 

R7.8.23 株式会社クラフティア 1,634,600円 

契約の性質又は目的が競争を許

さない場合に該当する為（日本赤

十字会計規則第 36条 3項 

 

備考 

(1)公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達金額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び

契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達金額を記載する。 

(2)必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。 

(3)随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式第１１ 公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務

の名称及び数量 

随意契約担当部課の名称及

び所在地 

随意契約を締結

した日 

随意契約の相手方の氏名及び

住所 

随意契約に係る契約金額 随意契約によることとした理

由 

その他の

必要な事

項（備考） 

東病棟 5・6・7

階看護師休憩室

カードリーダー

取付 

山口赤十字病院 

管財課 

山口市八幡馬場 53－1 

R7.8.7 株式会社クラフティア 3,993,000円 

契約の性質又は目的が競争を

許さない場合に該当する為（日

本赤十字会計規則第 36条 3項 

 

       

       

備考 

 (1)公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達金額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及

び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達金額を記載する。 

(2)必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。 

(3)随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。 

 

 

 

 

 



別紙様式第１１ 公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務

の名称及び数量 

随意契約担当部課の名称及

び所在地 

随意契約を締結

した日 

随意契約の相手方の氏名及び

住所 

随意契約に係る契約金額 随意契約によることとした理

由 

その他の

必要な事

項（備考） 

  

 

     

保守契約の更新

について  (自家

用電気工作物試

験及び絶監運用

についての保守

契約） 

山口赤十字病院 

管財課 

山口市八幡馬場 53-1 

 

 

R5.03.01 広島市東区二葉の里 

3丁目 5番 7号 

一般財団法人中国電気保安

協会 

 

 

2,187,900円 

    （消費税込み） 

契約の性質又は目的が競争を

許さない場合に該当する為（日

本赤十字社会計規則第 36 条第

3項） 

 

保守契約の更新

について （非常

用発電機、直流電

源装置、UPS 設

備定期点検業務

についての保守

契約） 

山口赤十字病院 

管財課 

山口市八幡馬場 53-1 

 

 

R5.03.08  

（株）九電工 

山口市赤妻町 3-17 

 

 

 

 

4,950,000円 

    （消費税込み） 

 

 

契約の性質又は目的が競争を

許さない場合に該当する為（日

本赤十字社会計規則第 36 条第

3項） 

 

備考 

 (1)公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達金額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及

び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達金額を記載する。 

(2)必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。 

(3)随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。 


